
 

 富士見市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

Ⅰ 制定趣旨 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 条例の主な内容 

 

〇整備法の施行による影響 

 

 従前 → 成年被後見人又は被保佐人に該当 ＝ 失職 

      期末・勤勉手当の支給について、規定により通常の退職者と同様の取り扱い。 

 今回 → 成年被後見人又は被保佐人に該当 ≠ 失職 

      失職しないことから、通常の退職者と同様の取り扱いとする規定が不要 

 

１ 第１６条の改正 

  期末手当の支給に関する規定中、地方公務員法第１６条第１号に関連する箇所を削る。 

   

 

２ 第１６条の２の改正 

  期末手当を支給しない職員に関する規定中、地方公務員法第１６条第１号に関連する箇

所を削る。 

 

 

３ 第１７条の改正 

  勤勉手当の支給に関する規定中、地方公務員法第１６条第１号に関連する箇所を削る。 

 

 

４ 第１８条の改正 

  心身の故障等により休職している職員に対する期末手当の支給に関する規定中、地方公

務員法第１６条第１号に関連する箇所を削る。 

 

 

Ⅲ 施行日等 
 
  公布の日から施行 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行に伴い、地方公務員法の欠格条項から成年被後見人等の規定（同法第１６条

第１号）が削除されるため、同規定を引用している箇所を改正する必要があることから、

本件条例を制定するもの 

 

１ 



富士見市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３１年条例第７号）新旧対照表 

新 旧 

 (期末手当) 

第 16 条 期末手当は、6 月 1 日及び 12 月 1 日(以下この条から第 16 条の 3

までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員

に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第 16条

の 3 においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基

準日前 1箇月以内に退職し                      

                     、又は死亡した職員(第 18条

第 6 項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)につい

ても同様とする。 

2・3 略 

4 第 2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し        

   、又は死亡した職員にあっては、退職し        、又は死亡

した日現在)において職員が受けるべき給料、扶養手当及び地域手当の月

額の合計額とする。 

5･6 略 

 

第 16条の 2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第 1項の規定にか

かわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第 4 号に掲げる者にあって

は、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。 

 (1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務

員法第 29条第 1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員 

 (2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務

員法第 28条第 4項の規定により失職した職員             

                 

 (3) 基準日前 1 箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の

前日までの間に離職した職員(前 2 号に掲げる者を除く。)で、その離

職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた

もの 

 (4) 次条第 1 項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受

けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の

行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの 

 

 (期末手当) 

第 16 条 期末手当は、6 月 1 日及び 12 月 1 日(以下この条から第 16 条の 3

までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員

に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第 16条

の 3 においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基

準日前 1 箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第 16 条第 1 号に該当

して同法第 28 条第 4 項の規定により失職し、又は死亡した職員(第 18 条

第 6 項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)につい

ても同様とする。 

2・3 略 

4 第 2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失

職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡

した日現在)において職員が受けるべき給料、扶養手当及び地域手当の月

額の合計額とする。 

5・6 略  

 

第 16条の 2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第 1項の規定にか

かわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第 4 号に掲げる者にあって

は、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。 

 (1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務

員法第 29条第 1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員 

 (2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務

員法第 28条第 4項の規定により失職した職員(同法第 16条第 1号に該

当して失職した職員を除く。) 

 (3) 基準日前 1 箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の

前日までの間に離職した職員(前 2 号に掲げる者を除く。)で、その離

職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた

もの 

 (4) 次条第 1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受

けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中

の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの 

 



 

 (勤勉手当) 

第 17条 勤勉手当は、6月 1日及び 12月 1日(以下この条においてこれらの

日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準

日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前 6箇月以内の期間に

おける勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日

に支給する。これらの基準日前 1箇月以内に退職し            

                               、又は

死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。 

2 略 

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し        

  、又は死亡した職員にあっては、退職し        、又は死亡し

た日現在)において職員が受けるべき給料、扶養手当及び地域手当の月額

の合計額とする。 

4･5 略 

 

 (休職者の給与) 

第 18条 略 

2～5 略 

6 第 2 項又は第 3 項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で

第 16条第 1項に規定する基準日前 1箇月以内に退職し          

                                 、 

 又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、それぞれ第 2

項又は第 3項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、

規則で定める職員については、この限りでない。 

7 略 

 

 (勤勉手当) 

第 17条 勤勉手当は、6月 1日及び 12月 1日(以下この条においてこれらの

日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準

日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前 6箇月以内の期間に

おける勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日

に支給する。これらの基準日前 1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員

法第 16条第 1号に該当して同法第 28条第 4項の規定により失職し、又は

死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。 

2 略  

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職

し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡し

た日現在)において職員が受けるべき給料、扶養手当及び地域手当の月額

の合計額とする。 

4･5 略  

 

 (休職者の給与) 

第 18条 略 

2～5 略  

6 第 2 項及び第 3 項に規定する職員が、当該各項に  規定する期間内で

第 16 条第 1 項に規定する基準日前 1 箇月以内に退職し、若しくは地方公

務員法第 16条第 1号に該当して同法第 28条第 4項の規定により失職し、

又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の  

        例による額の期末手当を支給することができる。ただし、

規則で定める職員については、この限りでない。 

7 略 
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